
特定創業支援等事業により支援を受けたことの 
           証明書発行の流れについて 

※複数の創業支援等事業者の支援事業の組み合わせにより、特定創業支援等事

業の条件を満たした場合、特定創業支援等事業を受けたこととなります。なお、単

独の創業支援等事業者のみでも特定創業支援等事業の条件を満たしていれば、特

定創業支援等事業を受けたことになります。 

創業者

創業支援等事業者市役所

１ 創業相談、創業セミナー受講３ 証明の申請書・創業カルテを提出

４ 証明書を発行 ２ 創業 カルテの発行


